
2026年3月6日
内閣府 知的財産戦略推進事務局

事務局説明資料

資料３



2

第27回検討会でのご意見（ボトルネックに関するもの）

（１）経営者の関与による企業固有の強みの形成
• 経営者の意思決定とエンジン／文化の接続が不十分
• 経営者と現場との「バトル・コミュニケーション」が不足
• 経営者の関与がなくとも現場に強みを持っているが、経営
者がその強みを把握できず投資家にも伝わらない

• 経営者に「知財＝特許管理」という伝統的理解が残存

（２）経営者の知財・無形資産に対する注目度の向上
• 経営者の言語（事業の勝ち筋、成長投資、リスクテイク）
と知財部の言語（特許権利化、分析）とのギャップ

• 短期・中期・長期で取り組むべき項目の未整理
• 経営者と知財部が、事業環境の変化を前提に議論できて
いない

（３）具体的なアクションに対するハードルの低下
• プレイブックやテンプレート等のツールの不足
• 事業部長、企画部長、CFOなど役割別のマニュアルや対
話ガイドの欠如

（４）政策・ガイドラインの整理・整備
• 知財の経済的利益について国のPRが不足
• 投資家による知財評価が不足
• 経営者が自社の収益源・強みを客観的に把握できる指標
の未整備

• 経営者が各種コンソーシアムと連携する環境の未整備
• 統合的なアプローチでのガイドライン設計が必要
• 有報の記載事項に知財・無形資産を明示的に含めるべき

（５）知財・無形資産への投資の具体化、成長投資による
費用増の正当化

• 知財・無形資産への成長投資の具体例（研究開発投資、
ブランド価値向上のための市場開拓、DXを活用した生産
性向上、創造人材・プロデューサー人材の育成等）が言
語化できていない

• 不確実性を含む成長投資の投資家への説明が困難
• 経営者は短期的な利益悪化を避けたいという心理が強く、
長期投資としての販管費増加を受け入れにくい

（６）知財・無形資産を活用できる人材の育成
• 知財・無形資産を活用できる人材（プロデューサ人材、マ
ネジメント人材）の育成が課題

• 経営戦略、知財戦略財務、IRを総合的に理解し、協働
できる人材が必要

• 人材育成の具体的なキャリアパス、研修体系、評価制度
などの詳細設計や人材像が企業全体をどのように動かすか
のイメージの共有が必要

• ステップを踏んだ促しの仕組みの欠如
• 社内で行うことと外部専門家と連携することとを定義する実
務指針の欠如

• 社内の各部門が何を担うべきの整理不足
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第27回検討会でのご意見（その他）

（１）経営者の関与による企業固有の強みの形成
• 日本企業の強みは「こだわり」、「つながり」、「すり合わせ」
などの文化・暗黙知に基づく連鎖構造にある

• 日本企業の強みが現場に残るのに経営者が把握してい
ない状況は重要な示唆をもつ

• 強みの形成には「暗黙知による自然発生」と「形式知によ
る戦略的形成」の２種類があるが、日本企業は前者に
依存し、経営者や投資家に伝わらず企業価値に反映さ
れにくい

• 「こだわり／つながり」が日本企業の強みだが、暗黙知の
まま可視化されず光が当たらない構造がある

• 日本は人口減・資源制約国であり、知財・人的資本が
競争力の源泉

• GGLの設計思想は「可視化」であるべき

（２）経営者の知財・無形資産に対する注目度の向上
• 原則案は普遍的であるがゆえに記憶に残らず、リスク・機
会の要素を強めるなど記憶に残る工夫を施す余地がある

• 事業環境変化を前提とし、顧客の困りごと解決となるソ
リューション事業・プラットフォーム事業実装を議論すべき

• 無形資産の管理は各社においても発展途上であるため、
解決へ導く示唆があれば経営者の目が向きやすくなる

• 知財戦略は機能別戦略と誤解されている一方、IPLは
経営戦略・事業戦略そのものの議論に資するという点で、
経営者に「自分ごと化」を促す強力な概念となっている

• 経営者に届くために意識すべきは、成長の道筋をしっかり
と示すこと、そして、成長投資をきちんと行うことである。

（３）具体的なアクションに対するハードルの低下
• 知財部が担うべき役割である契約やデータ管理など既存
の役割を足場にして経営へ入っていくことが有効

（４）政策・ガイドラインの整理・整備
• 経営者自らが強みを見極め、必要な資産を主体的に価
値へつなげていくべき

（５）知財・無形資産への投資の具体化、成長投資によ
る費用増の正当化

• 無形資産投資は販管費に潜み、営業利益率低下に結
びつきやすいため、粗利率を十分に確保するための戦略
的な無形資産形成が重要

（６）知財・無形資産を活用できる人材の育成
• 技術・市場・財務の統合的理解力、データを整理構造
化できる力、事業全体を俯瞰したうえで提案する戦略思
考力、組織を巻き込む力などのスキルセットの明示が必
要

（７）好事例の重要性
• 経営者が知財・無形資産を自ら語りたいと思うインセン
ティブが不可欠であり、好事例はその大きな動機付けとな
る

• メガバンク系PEファンドにより、無形資産を含むデューデリ
ジェンスがなされており、好事例分析のヒアリング先として
望ましい
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価値創造ストーリーの構築に資する原則（案）の位置づけ（イメージ）

コーポレート
ガバナンス・コード

具体的抽象的

事業

経営

知財・無形資産
ガバナンスガイドライン ver3.0

知財・無形資産
ガバナンスガイドライン ver2.0

知財・無形資産
ガバナンスガイドライン ver1.0

価値創造
ストーリー
の構築に
資する原
則（案）

・原則１：無形資産・知財戦略を構築し、
CEOが自ら語る

・原則３：無形資産・知財を価値ドライ
バーとして、事業ポートフォリオの設
計・組替えをする

・原則４：無形資産・知財を価値ドライ
バーに発展させる人材を育成する

・原則２：自社固有の強みを活かしたロ
ジカルな価値創造ストーリーを説
明する

視点

抽象度
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出典：一般社団法人 日本能率協会
「CTO Survey 2025」 日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査

（参考）CTO Survey 2025
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出典：一般社団法人 日本能率協会

「CTO Survey 2025」 日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査

（参考）CTO Survey 2025
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出典：一般社団法人 日本能率協会

「CTO Survey 2025」 日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査

（参考）CTO Survey 2025
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（参考）CTO Survey 2025

出典：一般社団法人 日本能率協会
「CTO Survey 2025」 日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査
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本日ご議論いただきたいこと

１．価値創造ストーリーの構築に資する原則（案）を、以下のとおり位置付けてはどうか。
（１）知財・無形資産ガバナンスガイドラインver3.0に含めるべき要素を先取りしたもの
（２）経営層が直面する様々なボトルネック20～30種程度を、5種程度にグルーピングしたもの

を原則と対応付け、その解消に資するポイントを開示の観点で整理して提示したもの
（３）改訂後のコーポレートガバナンス・コードに記載された知財・無形資産に関する原則を補

完し、その実施を支援するもの

２．日本企業が以下の取組を進める上でのボトルネック及び改善策は何か。
（１）知財・無形資産投資の対象の明確化とサイロ化を生じない範囲での責任者の明確化

（例：研究開発投資（CTO)、非財務投資の評価(CFO)、ブランド価値向上のための市場開拓（CBO）、
DXを活用した生産性向上（CDO) 、創造人材・プロデューサ人材の育成（CHRO) ）

（２）知財・無形資産の形式知ベースによる意図的・戦略的な形成
（例：As-Isの正確な把握とTo-Beの定義）

（３）販管費に含まれる成長投資の開示
（改善策の例：市場を意識した強みの明示、コーポレートベンチャーキャピタルや社内スタートアッ
プの活用、大学との連携やジョイントベンチャー、中小企業の買収）

（４）経営層と知財部門の共通言語の整備、自社の強みを客観的に把握できる指標の整備
（例：事業戦略との整合性を示す指標、投資効率の高さを示す指標、継続的な成長可能性を示す指標、
知的財産と人的資本の連携を示す指標）

（５）人的資本経営の浸透や生成AIの活用などの最近急速に発展している取組の知財・無形資産
経営への取込み


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9

